
市政情報紙についてみなさんの声をお聞かせください。

市政情報紙に関してご意見ご感想をお寄せください。
みなさんのご意見を真摯に受け止め、今後の行政運営に役立てていきます。

▶〒253-8686　茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
▶☎0467-82-1111  ▶10467-87-8118

▶電子メール hishokouhou@city.chigasaki.kanagawa.jpshokuin@city.chigasaki.kanagawa.jp
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/ＰＣ用
http://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/携帯用

茅ヶ崎市役所 総務部 秘書広報課・職員課

↑こちらのQRコードからも
携帯用サイトにアクセスできます
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地
方
分
権
の
進
む
現
在
、
市
民
生
活
に
最

も
身
近
な
市
の
役
割
と
責
任
は
日
増
し
に
高
ま

っ
て
お
り
、
今
後
は
、
よ
り
一
層
そ
の
期
待
に

応
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

茅
ヶ
崎
市
が
、
自
ら
の
判
断
と
責
任
で
行
政

を
運
営
し
、
そ
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
活
力

に
満
ち
た
地
域
社
会
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に

は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
と
行
政
が
よ
り
一
体
感

を
持
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
中
で
一
般
的
に
、
多

く
の
方
に
〝
税
金
の
使
わ
れ
方
に
ム
ダ
が
多
い
〟

と
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
実
施
し
た
調
査
で
は
、「
自
分
が
払
っ

て
い
る
税
金
の
額
や
種
類
は
知
っ
て
い
る
け
れ

ど
、
そ
の
使
わ
れ
方
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
」
と

い
う
結
果
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ

が
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
納
税
の
負
担
感
を
生

じ
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

20
年
秋
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
端
を
発
す
る

景
気
後
退
か
ら
１
年
以
上
が
経
過
し
、
内
閣

府
は
、
景
気
改
善
状
況
に
あ
る
こ
と
を
景
気
の

基
調
判
断
で
発
表
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
景

気
回
復
の
実
感
に
乏
し
い
の
が
実
情
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
み
な
さ
ん
か

ら
お
預
か
り
し
た
税
金
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て

い
る
か
を
正
し
く
お
伝
え
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

は
じ
め
に

市
政
情
報
紙
を
発
行
す
る
理わ

け由

負
担
感

市
税
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
、

も
っ
と
情
報
提
供
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
か
？

払っているのは
知っているよ

33％
24％

43％

でも何に
使われているのか
知らない…

？
？

Q2
自
分
が
払
っ
て
い
る
市
税
の

種
類
と
金
額
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

Q1

知っている

だいたい
知っている

よく知らない

必要

わからない必要ない

（%）

アンケート調査結果
みなさんは税金についてどれくらい知っていますか？
茅ヶ崎市では、300人の方に『茅ヶ崎市役所の人事
と給与』アンケートを実施しました。
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職
員
の
人
事
・
給
与
に
つ
い
て

何
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
か
？

（
複
数
選
択
可
）

Q3民間賃金をより反映させる

年功序列でなく、能力や実績を人事・給与に反映させる

その他

職員の専門性を高める人事給与制度の導入

各種手当の縮小

昇給の縮小

年俸制の導入
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調
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方
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聞
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取
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ケ
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用
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85％
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1年間1人あたり
155,685円

いったい何に使われているの？

市税の使われ方

市　税

普通税 目的税

35.0％
固定資産税

53.1％
市　民　税

0.5％
軽自動車税

2.7％
市たばこ税

8.7％
都市計画税

人件費
36,180円

扶助費
24,773円

公債費
16,193円

普通建設
事業費
19,103円

物件費
20,733円

繰出費
16,624円

補助費等
9,670円

その他
5,165円積立金

7,244円

道路、学校などの施設建設
のためのお金

委託料や使用料など
事務を行うのに必要
な経費

特別会計へ
支出するお金

各種団体への補助金や
公共施設の火災保険料など

23％が人件費！！

被扶助者の
生活維持のための
福祉的なお金

市債を返済するためのお金

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
８
割
の

市
民
が「
情
報
不
足
」

正
し
く
伝
え
る
た
め
に

　

こ
れ
ま
で
も
み
な
さ
ん
の
生
活
に
直
結
す
る

事
業
費
に
つ
い
て
、広
報
紙
を
は
じ
め
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、刊
行
物
を
通
じ
て
情
報
提
供
に
努
め

て
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
歳
出
に
占
め
る
割
合

が
23
％（
約
１
３
４
億
円
。
20
年
度
決
算
数
値
）

で
あ
る
人
件
費
に
つ
い
て
は
、さ
ら
な
る
情
報
提

供
が
必
要
と
考
え
、
こ
の
冊
子
を
発
行
い
た
し

ま
し
た
。

　

人
件
費
の
使
わ
れ
方
に
大
き
く
関
わ
り
の
あ

る
市
の
人
事
、
給
与
、
組
織
に
つ
い
て
、
そ
の

仕
組
み
や
今
後
の
展
望
を
お
伝
え
し
ま
す
。

茅ヶ崎市の人事行政運営などの状況についてのより詳細な内容は、市ホームページや市役所職員課・市政情報コーナーでご覧になれます。

人事・給与・組織 データ （5）期末手当・勤勉手当の状況（20年度支給割合）

区分 期末手当 勤勉手当 計
　６月期 1.40 月分 0.75 月分 2.15 月分
１２月期 1.60 月分 0.75 月分 2.35 月分

計 3.00 月分 1.50 月分 4.50 月分
加算措置の状況 職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり（5～20％）

（6）退職手当の状況（20年度支給割合）

区　　分 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.50月分 30.55月分
勤続２５年 33.50月分 41.34月分
勤続３５年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 47.50月分 59.28月分

１人当たり平均支給額 5,070千円 25,095千円

（7）特別職の報酬などの状況（20年度支給状況）

区　　　分 給 料 
月 額 等

期末手当
6月期 12月期 計

給 料
市長 930,000円 2.00月分 2.20月分 4.20月分

副市長 763,000円 2.05月分 2.25月分 4.30月分

報 酬

議長 560,000円

2.10月分 2.30月分 4.40月分
副議長 484,000円

常任委員長及び
議会運営委員長 459,000円

議員 453,000円

3 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
職員の勤務時間は、原則として8時30分から17時15分までの7時間45分で、週38時間45分です。

（1）年次休暇の取得状況
原則として1年に20日の有給休暇が与えられます。20年の職員１人あたりの取得日数は8.1日。

（2）その他休暇などの状況　（単位:人、のべ人数）

種類 付与日数 取得者数
感染症等休暇 必要な日数または時間 ─
交通遮断休暇 必要な日数または時間 ─
住居の滅失等休暇 必要な日数または時間 ─
交通機関の事故等 必要な日数または時間 1
証人等出頭休暇 必要な日数または時間 ─
公民権行使休暇 必要な日数または時間 ─
生理休暇 2日以内の必要な期間 6
結婚休暇 8日以内 35
母子保健検診休暇 必要な時間 10
妊婦通勤緩和 1日1時間以内 1
産前産後休暇 出産の前後16週間以内 30
配偶者の分娩 3日以内 41
育児時間 1日2回それぞれ30分または1回60分 4
子の看護休暇 5日以内 40
配偶者等の祭日 1日 21
忌引 死亡者との関係により7日以内 238
ドナー休暇 必要な期間 ─
夏季休暇 7日以内 1,832
リフレッシュ休暇 勤続＝10年2日、15年2日、20年3日、25年3日、30年5日 167
ボランティア休暇 5日以内 1
介護休暇 6か月以内 1
療養休暇 療養を必要とする期間 137
育児休業 子が満3歳に達する日まで 61
部分休業 子が小学校に就学するまで。1日2時間以内 25

1 職員の任免に関する状況
（1）採用の状況（20年度、単位：人）

区　分 試験採用 選考採用 計
一般行政職 80(40) 18(0) 98(40）
技能労務職 15( 5 ) 14(6) 29(11)

医療職 51(43) 13(2) 64(45)
消防職   9( 0 ) －   9( 0 )

計 155(88) 45(8) 200(96)

※各職種の（ ）内は、女性の採用者数であり、内数です。
※選考採用には、再任用短時間勤務職員を含みます。

（２）退職の状況（20年度、単位：人）

区　分 定　年 自己都合 そ の 他 計
一般行政職 36 20 16 72
技能労務職 16 0 0 16

医療職 1 52 1 54
消防職 7 0 1 8

計 60 72 18 150

※定年：定年（原則60歳。ただし、医師は65歳）による退職
※自己都合：本人の都合による退職
※その他：死亡による退職、任期の満了による退職など

2 職員の給与の状況
（1）職員給与費の状況（21年度一般会計当初予算、単位:千円）

職員給与費とは、市長、副市長及び教育長を除く職員に支給する給料、職員手当、期末勤勉手当の合計額です。

職員手当には、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当などがあります。

職員数(人)Ａ
給　　与　　費 一人当たり

給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ 給与費 B/A

1,331（79） 5,462,010 1,768,529 2,453,808 9,684,347 6,868

※職員手当には、退職手当は含みません　※(　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。

（2）職員の初任給及び経験年数別給料月額の状況（21年4月1日現在、単位：円）

区　　分 決定初任給 経験10年 経験15年 経験20年
一般行政職 大学卒 180,600 264,300 308,100 361,700
技能労務職 25歳採用の労務職 183,000 266,200 303,000 335,100

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況（21年4月1日現在）

一般行政職 技能労務職
平均給料
月額(円)

平均給与
月額(円) 平均年齢 平均給料

月額(円)
平均給与
月額(円) 平均年齢

327,234 443,315 40歳9月 350,177 423,666 47歳10月

（4）一般行政職の級別職員数の状況（21年4月1日現在）

区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
標準的な
職務内容 主事 主事 副主査

主任
担当主査
主査

課長補佐
副主幹

課長
主幹

部長
参事 理事

職員数（人） 64 135 156 206 75 100 26 2
構成比（%） 8.4 17.7 20.4 27 9.8 13.1 3.4 0.3


